
《キャラバンメイト養成研修》
○実施主体：都道府県、市町村、全国的な職域団体等

○目 的：地域、職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役である「キャラバンメイト」を養成
○内 容：認知症の基礎知識等のほか、サポーター養成講座の展開方法、対象別の企画手法、カリキュラム、

協力機関の探し方等をグループワークで学ぶ。
○メイト数：４３，３２９人（平成２１年１２月３１日現在）

《認知症サポーター養成講座》
○実施主体：都道府県、市町村、職域団体等

○対 象 者：
〈住民〉自治会、老人ｸﾗﾌﾞ､民生委員、家族会、防災・防犯組織等
〈職域〉企業、銀行等金融機関、消防、警察、スーパｰマーケット

コンビニエンスストア、宅配業、公共交通機関等
〈学校〉小中高等学校、教職員、ＰＴＡ等

○サポーター数：１，４２６，２６６人
（平成２１年１２月３１日現在）

※ メイト・サポーター合計
１，４６９，５９５人（平成２１年１２月３１日現在）

（認知症サポーターとは）

○ 認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族を支援する人

認知症サポーター１００万人キャラバンの実施状況

33



34

○ 要支援・要介護状態となる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント
機能を強化する観点から、市町村において「地域支援事業」を実施。

地域支援事業の事業内容

（１）介護予防事業
ア 介護予防特定高齢者施策

介護予防事業の対象となる特定高齢者に対する事業
・ 特定高齢者把握事業
・ 通所型介護予防事業
・ 訪問型介護予防事業
・ 介護予防特定高齢者施策評価事業

イ 介護予防一般高齢者施策
各市町村における全ての第１号被保険者を対象とする事業
・ 介護予防普及啓発事業
・ 地域介護予防活動支援事業（ボランティア等の人材育成、地域

活動組織の育成・支援 等）
・ 介護予防一般高齢者施策評価事業

（２）包括的支援事業
ア 介護予防ケアマネジメント業務
イ 総合相談支援業務（地域の高齢者の実態把握、介護以外の

生活支援サービスとの調整等）
ウ 権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
エ 包括的・継続的マネジメント支援業務（支援困難事例に

関するケアマネジャーへの助言等）
（３）任意事業

介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

１号
２０％

国
４０．５％

都道府県
２０．２５％

市町村
２０．２５％

１号
２０％

国
２５％

都道府県
１２．５％

市町村
１２．５％

２号
３０％

【財源構成】 【財源構成】

介護予防事業 包括的支援事業・任意事業

地域支援事業の財源構成

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、その分を
公費で賄う。（公費負担割合は、居宅給付費と
同様に、国：都道府県：市町村＝２：１：１）

地域支援事業の事業費

市町村は、介護保険事業計画に定める地域支援事業の内容、事業
費を定める（政令で介護給付費に上限（介護給付費に対する割合）
を規定）。

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

地域支援事業 ２．０％以内 ２．３％以内 ３．０％以内

介護予防事業 １．５％以内 １．５％以内 ２．０％以内

包括的支援事業

＋任意事業

１．５％以内 １．５％以内 ２．０％以内

× × 要介護者要支援者

要支援・要介護状態とな
るおそれのある者

要介護者

地域支援事業
（介護予防特定高齢者施策） 新予防給付 介護給付

要支援者

非該当者

重度化防止 重度化防止

地域支援事業の内容
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全体
９９％増

中重度者
６４％増

軽度者

１５５％増

介護予防事業導入の経緯

○ 軽度の認定者（要支援・要介護１）の大幅な増加。

○ 介護保険制度における廃用症候群※対策の重要性の高まり。

（百万人）

３８７

４３５

要介護度別認定者数の推移

推計

廃用症候群 認知
症

脳血管
疾患

心臓病
糖尿病

がん・
その他

（※：不活発な生活を原因として生じる全身の心身機能低下。筋力低下、骨がもろくなる、関節が固くなる、知的活動低下などの症状） 35



在宅 要支援 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

1位 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 脳梗塞 脳梗塞 脳梗塞

2位 関節症 関節症 脳梗塞 高血圧性疾患
血管性及び詳

細不明の痴呆

血管性及び詳

細不明の痴呆

3位
骨の密度及び

構造の障害
脳梗塞

血管性及び詳

細不明の痴呆

血管性及び詳

細不明の痴呆
高血圧性疾患 高血圧性疾患

施設 要支援 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

1位 高血圧性疾患 脳梗塞 脳梗塞
血管性及び詳

細不明の痴呆
脳梗塞 脳梗塞

2位 脳梗塞 高血圧性疾患
血管性及び詳

細不明の痴呆
脳梗塞

血管性及び詳

細不明の痴呆

血管性及び詳

細不明の痴呆

3位
骨の密度及び

構造の障害

血管性及び詳

細不明の痴呆
高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患

主治医意見書に記載された要介護状態の原因と考えられる疾患

資料出所：北九州市（2002年） 産業医科大学公衆衛生学教室松田晋也教授作成 36


